
本紙は「広報おおた」の別紙です。防災マップとともに保管をお願いします。

広報おおた
【別紙】

2020
令和2年8.1

保存版
防災特集

災害対策課 0276-47-1916

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、
災害時には、危険な場所にいる人は避難してください。

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう

知っておくべき

1 安全な場所にいる人まで避難所に避難する必要はありません。
　在宅避難（2階への垂直避難など）を検討しましょう。

2 市が指定する避難所以外への避難も検討しましょう。
　安全な地域に住む親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。
3 避難所へ避難するときは、マスク・消毒液・体温計などをできるだけ持参しましょう。

4 平時から太田市防災マップや市ホームページなどで避難所を確認しておきましょう。

5 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。早めに避難行動をとりましょう。
やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認してください。

水害時に開設する避難所を指定し、段階的に開設します水害時に開設する避難所を指定し、段階的に開設します

第1避難所

第2避難所

第3避難所

各地区の行政センター（尾島行政センターを除く）を開設

中学校（城東中、尾島中を除く）を中心に追加開設

小学校や高等学校を中心に必要に応じて追加開設

災害発生のおそれがあると判断した場合

災害規模や避難者状況に応じて判断

災害規模に応じて、3段階で避難所を開設します。避難所一覧は2、3ページ（見開き）のとおりです。

5つのポイント

開設している避難所であれば、お住まいの地区に関係なく、どこでも避難する
ことができます。地区にこだわらず、行きやすい避難所に避難してください。

ポイントポイント


